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指定障害福祉サービス事業所管理者
指定障害者支援施設管理者　各位

横浜市健康福祉局障害企画課長

障害者差別に関する従業員研修講師紹介制度について（周知）

障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）では、事業者と行政機関を対象に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮」を実施することを定めています。
事業者は、合理的配慮の提供については努力義務とされていますが、障害のある人に適切な配慮を提供していくに当たり、従業員の皆様一人ひとりが障害への理解を深めていただくことが必要であると考えられます。そのため、事業者におかれましても従業員研修等に積極的に取り組んでいただくために、障害者差別解消に関する研修の講師をご紹介しています。講師となる方々は、「障害のある人」「障害のある人の家族」であり、どのようなことが障害を理由とする差別となるのか、またどのようなことが障害のある人にとって必要な配慮であるのかをお話いただくことができます。
　つきましては、貴事業所において、障害者差別や障害理解等に関する研修を企画・実施される際には、本市でご紹介する講師の方々【詳細は以下URL参照】をご活用くださいますようお願いいたします。

【URL】http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/sabetsu-kaisyou/kensyu/

　≪障害者差別に関する従業員研修講師紹介制度のイメージ≫






　≪留意事項≫
１　研修の具体的内容や講師への謝礼については、研修講師とご調整ください。（謝礼については、貴事業所のご負担になります。）

２　連絡先の記載がある講師の場合は、直接連絡していただいても構いません。

【問合せ先】
〒231-0021　横浜市中区日本大通１８ ＫＲＣビル６階
横浜市健康福祉局障害企画課（差別解消法担当）
電話：045－671－3601　 F A X ：045-671-3566
メールアドレス：kf-sabetsu-kaisyou@city.yokohama.jp
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